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K-8 委託 １．お問合せ先

（公財） 東京都環境公社

総務部経営企画課経理係

電話03-3644-2188

Ｅメール

yodo-1@tokyokankyo.jp

２．お申込方法

（注1）「お問合せ先及びお申込方法」欄をご確認ください。
　　　　　※なお、希望申請があっても、必ずしも指名されるとは限りません。
（お問合せ）公益財団法人 東京都環境公社　墨田区江東橋4-26-5　担当　総務部経営企画課経理係　電話 03-3644-2188

　個　別　発　注　予　定　表 (1/1)

東京都保全地域林縁部樹木安
全調査等業務委託

１.林縁部樹木安全確認調査
対象地域は、以下の46地域とす
る。
　野火止用水歴史環境保全地
域、七国山緑地保全地域、海道
緑地保全地域、東豊田緑地保
全地域、勝沼城跡歴史環境保
全地域、谷保の城山歴史環境
保全地域、矢川緑地保全地域、
図師小野路歴史環境保全地
域、南沢緑地保全地域、清瀬松
山緑地保全地域、南町緑地保
全地域、八王子東中野緑地保
全地域、清瀬中里緑地保全地
域、小山緑地保全地域、氷川台
緑地保全地域、宇津木緑地保
全地域、清瀬御殿山緑地保全
地域、宝生寺緑地保全地域、八
王子大谷緑地保全地域、碧山
森緑地保全地域、国分寺姿見
の池緑地保全地域、小比企緑
地保全地域、保谷北町緑地保
全地域、前沢緑地保全地域、東
久留米金山緑地保全地域、立
川崖線緑地保全地域、国分寺
崖線緑地保全地域、八王子石
川町緑地保全地域、戸吹緑地
保全地域、町田代官屋敷緑地
保全地域、柳窪緑地保全地域、
八王子館町緑地保全地域、八
王子長房緑地保全地域、町田
関ノ上緑地保全地域、八王子川
口緑地保全地域、東村山大沼
田緑地保全地域、東村山下堀
緑地保全地域、八王子戸吹北
緑地保全地域、日野東光寺緑
地保全地域、町田民権の森緑
地保全地域、横沢入里山保全
地域、多摩東寺方緑地保全地
域、八王子堀之内里山保全地
域、八王子暁町緑地保全地域、
八王子滝山里山保全地域、連
光寺・若葉台里山保全地域

２.林縁部樹木本数調査
対象地域は、以下の7地域とす
る。
八王子大谷緑地保全地域、八
王子石川町緑地保全地域、宝
生寺緑地保全地域、小比企緑
地保全地域、八王子館町緑地
保全地域、八王子長房緑地保
全地域、八王子戸吹北緑地保
全地域

東京都保全地域の外周部について安全管理の
ため、林縁部樹木安全確認調査及び林縁部樹
木本数調査を実施する。
【委託業務内容】
１　林縁部樹木安全確認調査
(1)業務内容
保全地域外縁から10m 程度の範囲内に生育す
る樹木を調査し、倒木等により外周部へ被害を
及ぼす恐れのある樹木の有無を確認すること。
調査する範囲は、林縁部事業の実施済みの箇
所を含むこととし、林縁部伐採を実施済みの箇
所については、その伐採した林縁から10m 程度
を対象とする。
　不自然な傾斜や枯れ枝、フラスなどの異常が
あり、倒木等の危険がある樹木が確認された場
合には、その樹木にテープ等でマーキングをし
て識別できるようにしたうえで、仕様書記載の調
査項目を参考に点検し、位置や状態を記録し、
状況のわかる写真を添付した報告書を作成する
こと。
　また、異常がある且つ緊急性のある樹木を確
認した場合は速やかに委託者に報告すること。
異常はあるが緊急性の無い樹木を確認した場合
には、次回以降の調査で経過観察を行うこと。

(2)調査回数及び実施時期
調査回数は年間４回。頻度は四半期に１回程度
を目途に実施すること。

(3)調査結果報告
仕様書記載の報告書に調査結果を記録し、調
査ごとに報告すること。

２.林縁部樹木本数調査
(1)業務内容
保全地域外縁から５m程度の範囲内に生育する
樹木の本数(幹回り30～８９ｃｍ、９０～１４９ｃｍ、１
５０ｃｍ以上のそれぞれの本数）を委託者が指示
する保全地域のブロック毎に計測すること。

(２)調査回数及び実施時期
調査回数は年間１回。令和６年７月までに実施
すること。

(３)調査結果報告
仕様書記載の報告書に調査結果を記録し、令
和６年７月中旬までに報告すること。

契約確定の日の翌日から令
和７年3月28日まで

１．東京都環境公社「見積参
加申込名簿」に登録があるこ
と。又は東京都物品買入れ等
競争入札参加有資格者である
こと。
   ただし東京都又は東京都環
境公社から指名停止措置を受
けている期間中は参加するこ
とができない。

２．公益財団法人東京都中小
企業振興公社が運営する電
子入札サイト「ビジネスチャン
ス・ナビ」に登録があること。

３．見積合せ（入札）は、指名
後前記ビジネスチャンス・ナビ
電子入札システムにて行いま
す。

４．林縁部樹木安全確認調査
については、以下(1)～（2）の
いずれかに該当する者が最低
１名以上、従事すること。
(1)造園業又は林業について、
７年以上の実務経験を有する
者

(2)「1 級又は 2 級造園技能
士」もしくは「街路樹剪定士」を
有する者

　ビジネスチャンス・ナビ
電子入札システムの希望
申請画面からお申し込みく
ださい。
　また、申込時には、別掲
の「見積参加希望申込票
兼予定監理技術者等調
書」を記入していただき、ビ
ジネスチャンス・ナビ電子入
札システムの希望申請画
面の添付資料にてアップ
ロードしてください。

※ビジネスチャンス・ナビ
のユーザー登録をされてい
ない方は、ユーザー登録を
していただく必要がありま
す。（登録無料）
なお、登録には最大で約１
０営業日程度かかる場合が
あります。
登録はこちらから
https://www.chancenavi.jp
/bcn/

令和6年5月31日(金)正午まで
令和6年5月27日(月)から


